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梅雨入りしました
６月１３日ごろ梅雨入りしました。６月上旬は晴れや曇りの日が多く、降水量は平年

に比べ少なく推移しました。
気象予報によれば、向こう１か月は、平年と同様に梅雨前線や気圧の谷の影響で曇りや

雨の日が多くなると予想されているので、病気の発生に十分な注意が必要です。

いもち病の季節です
今のところ、いもち病の発生を確認していませんが、葉いもちは例年６月下旬から発生

します。葉いもち対象の育苗箱施薬をしていない場合は、葉いもちの早期発見、早期防除
を心がけましょう。なお、本日発表の「いもち病（葉いもち）情報第１号」では、６月
１５日までの葉いもち感染好適日の推定結果を掲載しましたので参考にしてください。

ウンカの飛来に注意
セジロウンカは、現在のところ予察灯には誘殺されていませんが、５月下旬に本田での

生息を確認しました。今後、梅雨前線の北上に伴い断続的に飛来する可能性があります。
飛来状況は、適宜、ウンカ情報として提供していきますので参考にしてください。

斑点米の原因となるカメムシ類は、畦畔や土手、さらに休耕田などで出穂したイネ科の
雑草で繁殖しますので、除草などして多発を未然に防ぎましょう。

果樹の病害
モモせん孔細菌病の発生量がやや多くなっています。丘陵地など風当たりが強い場所で

多発しているほ場があります。風を伴った雨で発生が急激に拡大するので、風当たりの強
いほ場では特に注意しましょう。

ブドウべと病や黒とう病の発生を確認しており、一部にはべと病が多発しているほ場が
あります。これから降雨が続くと発生が急増するので注意しましょう。ブドウ晩腐病は、
７月中旬まで降雨が多いと発生が多くなるので、昨年、発生が多かったほ場では、これか
ら特に注意し、罹病房は見つけ次第除去しましょう。

ナシ黒星病の発生は特に多くありませんが、一部発生の多いほ場もあります。昨年多発
したほ場では注意しましょう。

カキ角斑落葉病および円星落葉病の感染時期です。昨年、多発したほ場では伝染源が多
くなっており、今後の風雨により感染しやすくなりますので注意しましょう。

果樹カメムシ類
チャバネアオカメムシの予察灯及びフェロモントラップにおける誘殺数は６月に入り再

び多くなっています。また、カメムシ類が連続的に飛来しているほ場があります。なお、
カメムシ類のヒノキ・スギ球果への移動は６月下旬頃から始まります。今後活動が非常に
活発になるので、引き続き果樹園への飛来に注意し、防除を継続しましょう。

ナシヒメシンクイ
果樹園におけるナシヒメシンクイのフェロモントラップへの誘殺数は東海市で多くなっ

ていますが、その他の地域では平年並です。今後は、とぎれなく発生し、世代数を重ねる
ほど虫の密度が高くなります。モモ、ナシにおいて果実が食害されますので、収穫前日数
に注意して防除しましょう。



モモハモグリガ
越冬世代および第１世代成虫の誘殺数は、平年並に推移しています。防除適期である第

３世代幼虫ふ化ピークは、豊橋市が６月２６日頃と予測しています。昨年より３日程度防
除適期が遅くなっているので、被害葉が目立つほ場では、収穫前日数に注意し、防除を徹
底しましょう。

チャノキイロアザミウマ
チャノキイロアザミウマの発生は、今のところ多くはありませんが、この時期は軟弱な

葉や新梢で本種が増殖するので、不要な枝は取り除くなど栽培管理にも注意しましょう。
チャノキイロアザミウマの防除適期である第２世代の発生ピークは、東海市では６月

１６日、岡崎、蒲郡では６月１９日、豊田、豊橋では６月２０日、南知多では６月２２日
と予測しています。ウンシュウミカンでは６月上旬から７月が果梗部の被害が発生する時
期です。また、ブドウでは、袋掛けまでに防除を徹底しましょう。

トマト黄化葉巻病、キュウリ黄化えそ病の伝染源を減らしましょう！
施設トマト（促成・半促成栽培）の栽培が終了する時期です。タバココナジラミは、ト

マト黄化葉巻病の病原ウイルス（ＴＹＬＣＶ）を伝搬します。次作トマトが黄化葉巻病に感染
しないように、栽培終了後、施設を密閉してタバココナジラミを死滅させ、発病株は適切に処分しま
しょう。

施設キュウリでは、キュウリ黄化えそ病及びその病原ウイルス（ＭＹＳＶ）を伝搬する
ミナミキイロアザミウマの発生が多いほ場が見られます。次作キュウリが黄化えそ病に感
染しないよう、栽培終了後、施設を密閉してミナミキイロアザミウマを死滅させ、発病株は適切に
処分しましょう。

キクの病害虫
白さび病は例年、梅雨期に感染が多くなります。発病が見られるほ場では同一系統薬剤

の連用を避けて防除しましょう。

○ 農薬危害防止運動実施中（６月１日から８月３１日まで）
今年度の重点事項は次の３つです。
１ 農薬ラベルの十分な確認
２ 農薬の飛散防止
３ 農薬の盗難・紛失等の防止

○ 農薬を使用するときは、ラベルの表示事項を必ず守りましょう。
○ 防除の際は、周辺作物に飛散しないよう注意しましょう。

・防除面積や用途に応じた防除器具、散布ノズルを選択しましょう。
・散布するときは朝夕など風の影響が少ない時間を選びましょう。
・風向きに注意し、他の作物の方向に散布しないように作業しましょう。
・飛散の恐れがあるときは、近接ほ場の生産者に連絡しておきましょう。

○ 農薬飛散の影響が少ない環境づくりを心がけましょう
・近接ほ場（または同一ほ場内）の他作物との間に距離をあけましょう。
・ネットや垣根等を利用し、近接ほ場との間に遮蔽物を設けましょう。

○マイナー作物対策・ポジティブリスト制度・農薬ドリフト対策については
http://www.pref.aichi.jp/byogaichu/minor.html をご覧ください。
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